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はじめに 

 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、2020 年に入ってからグローバルに感

染が拡大してパンデミック（世界的流行）となり、我が国においても、令和 2 年 4 月

7 日に緊急事態宣言が大阪、兵庫などの 7 都府県に発令されました。その後、対象区

域の拡大や一部解除等を経て、5 月 25 日に緊急事態宣言は終了しましたが、ウイル

スが完全に消失したわけではなく、ワクチン等の流通には時間を要する見込みであり、

「３つの密」を回避するなどの新しい生活様式が求められています。 
 

 しかし、こうした中にあっても、水害や地震など自然災害は、感染症の終息を待っ

てはくれません。そのため、新しい生活様式が求められる時代に相応しい、新しい避

難計画を考えていく必要があります。 
 
 特に近年では、平成 30 年 7 月豪雨や令和元年東日本台風など、全国的に豪雨災害

が頻発しています。淀川水系においても、平成 25 年と平成 29 年には琵琶湖からの唯

一の出口となる瀬田川洗堰で全閉操作を、平成 30 年には日吉ダムや一庫ダムで異常

洪水時防災操作を行う必要が生じるなど、豪雨が頻発している状況にあります。さら

に今後も、気候変動に伴う豪雨の激甚化、頻発化が予測されています。こうした洪水

による災害を回避するためには、河川整備による洪水時の水位低下対策や堤防強化対

策、既存ダムの洪水調節機能強化、流域における流出抑制策などの総合的な対策が必

要となりますが、施設だけでは防ぎきれない水害は必ず発生するとの認識を持って、

避難高台の整備や避難誘導体制の強化なども必要になるとともに、浸水地域の排水作

業など水害後の被害軽減対策も重要となります。 
 
 また、水害時の避難を検討するにあたっては、地震時が主として事後避難（地震に

よる家屋の損壊等に伴う避難）であることと異なり、事前避難（水害が発生する前の

避難）が重要であるという特徴に留意しなければなりません。すなわち、洪水を想定

したシミュレーションを行い、浸水リスクを評価した上で、避難計画を検討する必要

があります。リスク評価なしに多くの住民が指定避難所に殺到すれば、指定避難所の

収容能力を超え、指定避難所が極めて「密」な状況になりかねません。 
 
 さらに、これまでの避難計画と異なり、感染者や濃厚接触者だけでなく、健康状態

などによっても避難スペースを分離することや、「密」とならないように広いスペー

スを確保することなど、感染拡大防止のための対応も考える必要があります。 
 
 このような水害と感染症の複合的な「難」を避けるためには、新しい時代の避難計

画として、指定避難所への避難だけにこだわらない多様な避難（分散避難）を考えて

いくことが重要です。 
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 そのためには、河川管理者による浸水リスク評価、保健部局による感染者に関する

情報、防災気象情報や河川情報などのリアルタイムの防災情報を考慮した上で、危機

管理部局が避難体制を検討することが不可欠であり、これまで以上に多くの部局が相

互に連携して取り組んでいかなければなりません。 
 
 本ガイドラインは、上記の課題に対し、三島地域での検討事例を中心にとりまとめ

たもので、他の自治体においても参考となることを期待しています。 
 
 
（注）本ガイドラインで対象としている指定避難所は、災害対策基本法第 49 条の  

8 に基づき、指定緊急避難場所の役割を兼ねているものを想定しています。指定

緊急避難場所の役割を兼ねていない指定避難所については、事前避難としての避

難先としては適当ではない場合があるため留意してください。 
なお、必要があると認めるときは、市町村長は指定緊急避難場所を指定するこ

とができ（災害対策基本法 第 49 条の 4 第 1 項）、指定したときは、その旨を都

道府県知事に通知するとともに、公示しなければならないとされています（同法

同条第 3 項）。  



 

3 
 

目  次 

 
１．本ガイドラインの目的（ガイドラインの活用対象） ------------------------------------ 4 
 
２．水害リスクと感染リスクを考慮した避難の考え方と検討体制 ------------------------ 5 
 
３．水害リスクを考慮した避難の検討フロー（三島地域を例として） ------------------ 6 
（１）検討フロー ······················································································· 6 
（２）三島地域の浸水リスク評価（結果と評価方法） ······································· 8 
 
４．分散避難の考え方と避難形態別の留意点等  -------------------------------------------- 13 
（１）在宅避難にあたっての留意点 ····························································· 16 
（２）指定避難所の運営にあたっての留意点 ················································· 16 
（３）指定避難所以外への多様な避難の推奨と留意点 ····································· 18 
（４）車中避難（広域避難場所の活用など）にあたっての留意点 ······················ 18 
（５）要配慮者（妊婦、高齢者、障がい者等）への配慮 ·································· 22 
 
５．モデル地域における避難計画の検討例 ---------------------------------------------------- 23 
（１）摂津市の取組（市民ｱﾝｹｰﾄ、多様な避難方法の提案） ····························· 23 
（２）大阪市の取組（新型コロナウイルス禍における災害時避難所での対応） ···· 26 
（３）高槻市の取組 

（避難所・資機材の準備、職員体制の確保、市民への広報の実施について） 26 
（４）茨木市の取組（新型コロナウイルス感染症をふまえた対応等） ················ 27 
（５）島本町の取組（避難所運営訓練の実施） ·············································· 28 
 
６．被災後の被害軽減対策（検討事例） ------------------------------------------------------- 29 
（１）排水ポンプ車による支援等の効果 

（排水ポンプ場、水門の耐水化の必要性） ············································ 31 
（２）安威川沿川の排水施設（大阪府） ······················································· 34 
（３）井高野・相川抽水所の概要（大阪市） ················································· 35 
（４）下水道施設が被災したときの復旧支援（吹田市） ·································· 36 
 
７．円滑な避難に向けた支援  --------------------------------------------------------------------- 37                                              
（１）カスタマイズした防災情報共有システム ·············································· 37 
（２）高台整備（防災拠点整備） ································································ 38 
（３）関係機関からの支援物資（段ﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄ、快適ﾄｲﾚ、各省庁支援物資一覧） ·· 38 
（４）避難に関する平時からの住民向け普及啓発（大阪管区気象台） ················ 43 
（５）固定電話・FAX による災害情報の配信を開始（茨木市） ························ 44 



 

4 
 

１．本ガイドラインの目的（ガイドラインの活用対象） 

これまでの大水害時には、指定避難所が過密になることが課題ではなく、むしろ、

避難すべき人さえ避難していないという課題がありました。大阪府民を対象としたア

ンケート結果（CeMI 環境・防災研究所が調査実施、松尾一郎客員教授が監修、図 1-
1）において、多くの方が新型コロナ感染症を怖いと感じ、それが避難に影響すると

回答していることは注目に値します。水害により尊い命が奪われることのないよう、

避難すべき人が、躊躇なく、安心して、適切な避難ができるような環境整備を進めて

いく必要があります。 
しがしながら、COVID-19 感染拡大以降、未だ大災害は経験していないため、本ガ

イドラインが全ての事項を満足しているわけではなく、今後も、知見を積み重ねなが

ら随時見直しを行う必要があります。また、災害時において、住民だけがその地域に

滞在しているわけではなく、住民自身も自宅にいるとは限りませんので、リスク評価

に基づいて示した数値も概数とならざるを得ません。 
そうしたことに留意が必要ですが、本ガイドラインは、三島地域の、特に指定避難

所の足りていない自治体にとって、河川氾濫を対象とした避難への取り組みを充実さ

せていくための指針となることを目的としています。また、今回の検討を行ったモデ

ル地域（三島地域）でも、本ガイドラインに沿った検討や対応が完備されているわけ

ではなく、試行錯誤しながら取り組みを進めている状況ですが、それらの取組事例等

も紹介していますので、それらも参考として、他の地域にとっても有益な指針となる

ことを目的としています。 

 
図 1-1 大阪府民を対象としたアンケート結果 

（第 1 回三島地域 Web 会議 松尾客員教授資料より）  
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２．水害リスクと感染リスクを考慮した避難の考え方と検討体制 

避難とは「難」を避けることであり、指定避難所に向かうことだけが「避難」ではな

いということです。リスクを認識しないままの避難行動により指定避難所を「密」に

し、新たな「難」が発生することは回避しなければなりません。複合的な「難」を避

けるためには、事前のリスク評価に基づき、在宅避難（高層階等への避難）、縁故避難

（親戚や知人宅への避難）、ホテル避難など、それぞれの事情に応じた多様な避難（分

散避難）を考えていくことが重要となります。 
 そのため、感染症リスクと水害

リスクを考慮した避難計画を作成

するにあたっては、危機管理部局、

保健部局、河川管理者、気象庁（気

象台）等、これまで以上に多くの

部局が相互に連携して取り組むこ

とが必要となります。 
 また、個々の住民の適切な避難

に結びつけるには、分かりやすい

防災情報の発信や平時からの避難

に関する住民向け普及啓発、メデ

ィアとの連携も極めて重要です。 
 本ガイドラインの作成にあたっ

ても、東京大学大学院の松尾一郎

客員教授、日本赤十字北海道看護

大学の根本昌宏教授から助言・指

導を頂きながら、三島地域の市町

等（大阪市、吹田市、高槻市、茨木

市、摂津市、島本町、淀川右岸水防

事務組合）、大阪府、国（国土交通

省近畿地方整備局、大阪管区気象

台）の多様な部局が連携し、報道

関係者に公開の下、検討を進めて

きました。（表 2-1 参照） 
 
 
 
 
 
 
  

表 2-1 構成員 
 ■構成員

危機管理室　防災計画担当課長

危機管理室　自主防災担当課長

東淀川区役所　安全安心企画担当課長

危機管理監

下水道部長

危機管理室長

危機管理室参事

危機管理監

都市創造部長

危機管理監

建設部長

市長

総務部　理事

建設部長

総務部長

都市創造部長

政策企画部危機管理室 室長

政策企画部危機管理室 災害対策課　参事

都市整備部河川室 室長

都市整備部河川室 河川整備課　参事

茨木土木事務所 三島地域　地域防災監

局長

統括防災官

河川部長

総括防災調整官

河川部　河川調査官

淀川河川事務所長

大和川河川事務所長

台長

総務部　業務課　防災調整官

気象防災部長

気象防災部　次長

気象防災部　気象防災情報調整官

総務部　業務課長

気象防災部　予報課　大規模氾濫対策気象官

水防事務組合 淀川右岸水防事務組合 総務課長

東京大学大学院情報学環

総合防災 情報研究 セン

ター客員教授
松尾　一郎

日本赤十字北海道看護大

学看護薬理学領域 災害

対策教育センター　教授
根本　昌宏

【事務局】

- 防災室、災害対策マネジメント室

河川部 河川計画課、水災害予報センター

政策企画部危機管理室 危機管理課　災害対策グループ

都市整備部河川室 河川整備課　計画グループ

島本町

自治体

大阪府

国関係

大阪府

近畿地方整備局

アドバイザー

大阪管区気象台

近畿地方整備局

大阪市

吹田市

高槻市

茨木市

摂津市
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３．水害リスクを考慮した避難の検討フロー（三島地域を例として） 

（１）検討フロー 

分散避難の考えを取り入れた適切な避難計画を検討する前提として、浸水リス

ク評価が必要不可欠となります。 
図 3.1 の検討フローに示すとおり、まずは、対象地域の浸水想定区域図等に基

づき、避難者の概数や指定避難所の収容人数を把握する必要があります。 
浸水想定区域内の世帯のうちでも、居住地が河川近傍の家屋倒壊等氾濫想定区

域等にある場合は、家屋が危険な状態となるため在宅避難は困難です。また、家

屋倒壊のおそれが低くても、浸水深が深く２～３階まで浸水する家屋や平屋など、

全ての居室が浸水深以下となる場合にも、在宅避難は困難となります。さらに浸

水が長期に及ぶ場合には、居室が浸水深よりも高い場合でも電気や水道等のライ

フラインがない中での生活は難しくなり在宅避難は困難となります。それらの条

件から、在宅避難困難者の概数を把握します。同時に、指定避難所についても評

価を行い、洪水を対象とした指定緊急避難場所の役割を持つ指定避難所に収容可

能な人数を把握します。これらの比較により、在宅避難困難者を指定避難所で収

容可能か否かを概ね把握しておくことが重要となります。 
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※フロー中の【 】は図 3.4 に記載の避難者属性を示す 
 

図 3-1 河川氾濫（内水含む）警戒時の分散避難計画策定の検討フロー 

感染蔓延下の災害対応：河川氾濫（内水含む）警戒時の分散避難計画策定の検討フロー

居住地が家屋倒壊等氾濫想定区域内か？
居住地が土砂災害警戒区域内か？

NO

YES

在宅避難困難者数が
指定避難所の収容人数を下回るか？

要配慮者（支援者を含む）が
ケアに関する一定の条件に該当するか？

感染対策としての
必要空間（4m2/人）

避難行動要支援者名簿等

在宅避難者の概数把握
【②在宅避難者数】

指定避難所への避難者の把握在宅以外への分散避難の概数把握

一定の条件に該当する要配慮者は
近隣の宿泊施設へ移動

広域避難場所への移動手段
（車の保有等）

広域避難場所への移動時間
（リードタイム等）

在宅避難者への
一週間備蓄の奨励

車中・テント避難者への
避難生活・感染防止の指導・助言

縁故避難等の
多様な避難の奨励 広域避難場所の特定

NO

NO

NO YES

YES

YES

指定避難所における
避難生活・感染防止の指導・助言

広域避難場所への
物資・資機材の確保

広域避難場所への避難の概数把握

YES

該当指定避難所は利用しない

注：    は、当該市町村と大阪府危機管理室が専門家の助言を踏まえ要検討

※早期の湛水解消を想定
排水能力によって変化

※自宅療養者等は
宿泊療養施設等へ

NO

避難が間に合わない場合の
一時避難

YES

淀川浸水想定区域（想定最大規模）
安威川浸水想定区域（1/200）

土砂災害警戒区域
国勢調査データ（人口・世帯数）

延べ床面積データ

淀川浸水想定区域（想定最大規模）
安威川浸水想定区域（1/200）

地域防災計画
（指定避難所の位置）
（緊急避難場所の位置）

高台等への緊急的な避難

※ケアに
関する判
断基準は
各市町村
で決定

広域避難場所等の収容能力を超えた場合

広域避難は別WGで検討

避難対象区域の特定
【①浸水想定区域内居住者数】

全ての居室が浸水深以下か？

在宅避難困難者の概数把握
【③在宅避難困難者数】

指定避難所が浸水区域内か？
（新たに設置する指定避難所を含む）

安全な指定避難所の特定
【指定避難所避難可能者数】
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（２）三島地域の浸水リスク評価（結果と評価方法） 

■検討にあたっての留意点 

浸水リスク評価には、河川管理者の保有するデータが必要不可欠となりますが、

その際に注意すべきことは、それぞれの河川管理者の視点ではなく、住民や避難勧

告等を行う市町村の視点から検討することです。今回のモデル地域である三島地域

は、国直轄管理である淀川本川の右岸地域ですが、同時に、大阪府管理の淀川水系

安威川の沿川にも当たります。浸水リスクや避難の必要性を考える場合、河川の管

理区分は関係ありませんので、淀川と安威川の浸水想定区域を重ね合わせて検討を

行っています（詳細な検討条件は、図 3.2～図 3.3 参照）。 
 
 

図 3-2 分散避難者の概数把握【計算条件①:対象地域・外力・浸水解析】 
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図 3-3 分散避難者の概数把握【計算条件②：人口・浸水リスクデータ整理】 
 

■検討結果 

三島地域５市１町の基礎データを整理したものが図 3-4 となります（詳細な検

討方法は、摂津市を例とした図 3-5～図 3-8 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-4 分散避難者の概数把握【避難者数算定結果：三島地域】 
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図 3-5 避難者数算定結果①：摂津市 
 
 

図 3-6 避難者数算定結果②：摂津市 
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図 3-7 避難者数算定結果③：摂津市 

 

 
図 3-8 避難者数算定結果④：摂津市 
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■評価 

あくまで概数把握ですが、三島地域全体で、約８２万人が浸水想定区域内に居住

しているものの、約５７万人は在宅避難が可能であることが分かります。在宅避難

困難者約２５万人よりも、安全な指定避難所の収容人数約１７万人の方が少ない

（感染拡大防止を考慮すると、さらに収容人数が少なくなる）状況を考えれば、縁

故避難や広域避難場所（本ガイドラインにおいては、市町村の区域を超えた避難先

のことを示します。）の活用も含めた多様な避難を推奨する必要があり、その中で

も、在宅避難が可能な方に対し、在宅避難が可能であることや、備蓄等の在宅避難

にあたっての留意事項を周知していくことが重要となります。 
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４．分散避難の考え方と避難形態別の留意点等 

 各自治体において、感染拡大防止も考慮した分散避難計画を検討するにあたり、ど

のような分散避難を考え、それぞれの形態の避難者に対し、どのような情報を提供し、

自治体として何を準備すべきかを考える必要があります。 

大阪府では「避難所運営マニュアル作成指針（新型コロナウイルス感染症対応編）」

を作成しています。その概要は以下のとおりです。 

 

図 4-1 避難所運営マニュアル作成指針（新型コロナウイルス感染症対応編）概要 
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図 4-2 作成指針（新型コロナウイルス感染症対策編）の主なポイント 

 

図 4-3 作成指針（新型コロナウイルス感染症対策編）の主な追加点① 
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図 4-4 作成指針（新型コロナウイルス感染症対策編）の主な追加点② 

 

 

図 4-5 作成指針（新型コロナウイルス感染症対策編）の主な追加点③ 
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（１）在宅避難にあたっての留意点 

災害発生時の個々人の所在や行動を事前に把握しておくことはできないため、正

確な振り分けは困難ですが、概ねの避難行動を分類しておくことが重要です。その

ためには、3 章に示した浸水リスク評価に基づき在宅避難が可能か否かを行政とし

て把握することが必要ですが、同時に、ハザードマップの配布や説明会、市民防災

会議、避難訓練、メディア連携等を通じ、浸水リスクを住民に周知し、適切な避難

を誘導することが重要です。 
その上で、在宅避難者に対しては、被災予想・状況を踏まえ自宅が安全であると

判断できる場合には、①在宅避難が可能であること、②安全な居室に避難する必要

があること、③安全な居室に概ね１週間程度の備蓄の推奨などの情報提供が必要で

す。 
なお、上記の判断は、最終的には各個人の判断となりますが、自治体や自主防災

組織と事前に相談しておくことが重要です。 
 
（２）指定避難所の運営にあたっての留意点 

また、避難所運営に当たっては、保健部局と密接に連携を図り、①感染者、濃厚

接触者、健康状態などにより分離するための専用避難スペースの確保、②３つの密

を回避するための広いスペースの確保、③パーティション、段ボールベッド、マス

ク、消毒液、非接触型体温計などの準備、④避難所生活が困難な要配慮者の支援な

どが必要です。③の備蓄スペースの確保や準備のための人員の確保は、自治体単位

では困難な場合が多いため、行政機関相互の連携・協力、業界団体との協定の締結

なども有効です。 
さらに、感染者や濃厚接触者の状況は日々変化するため、その移送方法を考える

上では、保健部局との連携も不可欠となります。 
加えて、断水が発生することも想定し、給水車の近隣市町の融通についても事前

に検討しておくことも必要です。（令和 2 年 6 月 8 日付内閣府通知「新型コロナウ

イルス感染症対策に配慮した避難所開設運営訓練ガイドラインについて」参照） 
感染症蔓延下における避難所環境の考え方に関する参考資料（日本赤十字北海道

看護大学 災害対策教育センター 根本教授 提供資料）を以下に示します。 
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～感染症蔓延下における避難所環境の考え方～ 

 

     

 

図 4-7 避難所・避難生活学会 
からの空間形成の例 

図 4-6 避難生活で多発する 
災害関連疾患 

図 4-10 段ボールベッド、 
パーティションとともに 

図 4-8 就寝場所解決案 
段ボールベッド＋段ボールパーティション 

図 4-9 新しく開発 
された段ボールパーティション 

図 4-11 八尾市で模擬展開された 
パーティションとベッド 
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（３）指定避難所以外への多様な避難の推奨と留意点 

在宅避難困難者が指定避難所の収容人数を上回る場合には、縁故避難等の多様な

避難を推奨する必要があるとともに、広域避難場所への避難なども検討しなければ

なりません。 
在宅避難困難者に対しては、①高台等の安全な避難場所、②縁故避難等の多様な

避難の推奨（広域避難場所が確保できた場合はその情報も含む）、③避難にあたって

必要な携行品（感染拡大防止のためのマスク、消毒液、体温計、スリッパなどを含

む）などの情報提供が必要です。 
 
（４）車中避難（広域避難場所の活用など）にあたっての留意点 

広域避難場所については、市町村の区域を超えた避難となるため、車での移動が

想定され、一時的な車中避難となる可能性もあり、エコノミークラス症候群・肺塞

栓症や衛生環境設備（水、トイレ）への配慮も必要です。 
   具体的には、車両・避難者の登録、医療者による巡回を行い、足を伸ばせる就寝

環境の確認、適正な車内人数の調整、弾性ストッキングの着用指導などを行う必要

があります。場合によっては車中泊を諦めさせることも必要となります。（出典：新

型コロナウイルス感染症流行時の災害と避難環境を考える手引き（地方自治体編） 

第二版） 
  なお、『指定緊急避難場所の指定に関する手引き 平成 29 年３月（内閣府（防災

担当））』では、「当該市町村内に十分な避難場所を確保できない場合や、居住者等が

近隣の市町村へ避難する方が妥当と判断される場合には、近隣市町村･施設管理者

との協議の下、指定緊急避難場所を近隣の市町村に指定することも差し支えない」

とされています。 
また、広域避難場所への移動に関しては、アクセス経路や移動時間（リードタイ

ム）が課題となります。特に、移動開始のタイミングが重要であり、それを的確に

判断するためには、早めに危機感を共有するための防災情報共有システムが有効と

図 4-12 How long the new 
coronavirus can live on surfaces 

図 4-13 新型コロナウイルス感染症対

応時の避難所レイアウト（例） 
＜避難受付時＞ 
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なります（詳細は、７．（１）参照）。 
 
広域防災拠点（万博公園）の現状（備蓄量等）についての資料及び車中避難にお

ける避難所環境の考え方に関する参考資料（日本赤十字北海道看護大学 災害対策

教育センター 根本教授 提供資料）を以下に示します。 
 
～広域防災拠点（万博公園）の現状（備蓄量等）～ 

  

図 4-14 大阪府 広域防災拠点 



 

20 
 

  

図 4-15 大阪府 広域避難場所 

図 4-16 大阪府 広域防災拠点配置図 
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■備蓄品（重点品目） 令和２年４月末時点

品 名 単位 目標値
備蓄数量
（合計）

広域防災拠点
府民セン
ター等北部 中部 南部

煮炊不要食 食 1,100,000 1,091,500 82,510 831,870 170,620 6.500

毛 布 枚 880,942 880,880 111,130 628,230 132,540 8,980

粉ミルク g 1,923,979 メーカーローリングストックのため現物備蓄なし

哺乳瓶 本 3,900 3,900 960 1980 960 0

紙おむつ 枚 264,283 264,952 23,006 175,748 45,326 20,872

簡易トイレ 基 1,700 1,556 450 706 400 0

生理用品 枚 257,676 1,391,656 340,272 693,430 337,714 20,240

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ m 9,911,200 9,916,800 924,000 7,047,200 1,811,200 134,400

マスク 枚 23,786 525,000 0 525,000 0 0

■参考情報

■万博公園の駐車場情報

出典）駐車場情報（各駐車場における収納台数）についは、万博記念公園のホームページを参照

収納台数 備考

東駐車場 998台 ※自動二輪専用約30台 北部広域防災拠点の臨時ヘリポートとして使用

南駐車場 1,218台 ※自動二輪専用約50台

中央駐車場 971台

西駐車場 691台

日本庭園前駐車場 612台 ※自動二輪専用約45台

合計 4,490台 ※自動二輪専用約125台

表 4-1 備蓄品（重点品目） 

表 4-2 参考情報〔万博公園の駐車場情報〕 



 

22 
 

～車中避難における避難所環境の考え方～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）要配慮者（妊婦、高齢者、障がい者等）への配慮 

また、人数の上で収容可能だったとしても、要配慮者（妊婦、高齢者、障がい者

等）の存在を考えておくことが必要です。要配慮者にとって指定避難所での生活が

困難な場合があることも考慮して、宿泊施設の利用などが必要となる概数も把握し

ておくべきでしょう。 

  

図 4-17 車中泊とエコノミークラス 
症候群・肺塞栓症 

図 4-18 トイレ解決案１-① 

図 4-19 トイレ解決案１-② 
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５．モデル地域における避難計画の検討例 

各自治体において、感染拡大防止も考慮した分散避難計画を検討するにあたって

は、アンケート調査等により、住民の避難行動についての考え方を把握しておくこ

とも重要であり、アンケートの実施にあわせて、浸水リスクをあらためて周知する

ことも有効な方法です。 
本章においては三島地域の各自治体における感染症蔓延下における災害対応に

関する、それぞれの取り組み事例を紹介します。 
 

（１）摂津市の取組（市民ｱﾝｹｰﾄ、多様な避難方法の提案） 

  

図 5-1 市民アンケートの結果 
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図 5-2 S.O.S.避難メソッド 

図 5-3 事業所の緊急避難場所としての使用に関する協定 
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図 5-4 新型コロナ感染者等の避難 
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（２）大阪市の取組（新型コロナウイルス禍における災害時避難所での対応） 

 

 
（３）高槻市の取組 

（避難所・資機材の準備、職員体制の確保、市民への広報の実施について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-5 新型コロナウイルス禍における災害時避難所での対応 

図 5-6 新型コロナウイルス感染症における災害対応について 
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（４）茨木市の取組（新型コロナウイルス感染症をふまえた対応等） 

 

 
 

  

 

１ 市民・地域への周知  

  市ホームページの掲載や各自治会あてのお知らせ等により、新型コロナウイル

ス感染症を踏まえた災害時の避難等の周知・啓発を実施 

 

  ＜主な内容＞ 

   ○在宅、親戚や友人宅等を含めた多様な避難の検討 

   ○非常持ち出し品へのマスクや消毒液、体温計等の衛生用品の追加 

   ○避難所での感染予防対策への協力 

 

 

２ 感染予防用品の拡充・整備  

  指定避難所における感染予防のために必要な用品を拡充・整備 

 

  ＜調達予定物品＞ 

   ○消毒液 

  ○段ボールベッド 

  ○マスク 

  ○ペーパータオル 

○使い捨て手袋 

 

 

３ 感染症対策を避難所運営の調整等  

  指定避難所内での感染拡大を防ぐため、各施設と感染症対策を踏まえた避難所

運営について調整。また、調整の状況に応じて、指定避難所に指定されていない

公共施設の避難場所としての使用や市内宿泊施設の活用についても検討。 

 
図 5-7 新型コロナウイルス感染症をふまえた対応等 
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（５）島本町の取組（避難所運営訓練の実施） 

○平成３０年度より、防災とボランティア訓練において、避難所運営訓練を小

学校区持ち回りで実施している。（今年度は町立第１小学校にて開催） 

○訓練内容は避難所設営訓練、受付訓練で、プライバシーテントの組立や着替

え用ルームの組立などを通して、避難所のレイアウト等を体感してもらった。 

○令和２年１月１９日に開催。参加者は全体３７７名、避難所運営訓練は地元

の自主防災会２団体が受け持った。 

 

  図 5-8 ２名用プライバシーテント 
の設置 

図 5-9 受付と記念品配布 
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６．被災後の被害軽減対策（検討事例） 

水害を想定して避難した場合でも、実際の被災形態とは異なる場合も多いため、被

災後には、その状況に応じて、臨機応変に対応することが重要です。 
なお、淀川などの大河川の場合、その流域面積が大きいため、降雨のピークが過ぎ

た後でも河川水位の上昇が長期間にわたるケースが多く、注意が必要です。洪水のピ

ークが過ぎた後でも、モデル地域である三島地域などでは、浸水が長期間継続するこ

とが予測されるため、特に注意が必要となります。 
 図 6-1 の検討フローに示すとおり、在宅避難者が、無事に在宅避難を完了するケー

スもありますが、高層階に避難したものの浸水が長期に及んで生活の維持が困難とな

り、救助や立ち退き避難が必要となるケースも考えられます。一方、指定避難所への

避難や縁故避難等の立ち退き避難者（在宅避難困難者）が、結果的に被害がないか、

あるいは軽微な被害で済むケースもありますが、長期にわたる避難生活を余儀なくさ

れるケースもあります。 
 各自治体においては、被災実態を踏まえて、避難誘導を見直すことがあり得ること

も想定しておく必要があります。そして、避難生活が長期化する場合には、仮設住宅

の確保が必要になることも想定しておく必要があります。 
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※フロー中の【 】は図 3.4 に記載の避難者属性を示す 

 
図 6-1 河川氾濫（内水含む）浸水状況を考慮した避難誘導見直しの検討フロー 

 
  

感染蔓延下の災害対応：河川氾濫（内水含む）浸水状況を考慮した避難誘導見直しの検討フロー

避難状況の把握

浸水状況等の把握生活の維持が可能か？

被災状況等の把握
（建物・ライフライン・アクセス路）

立ち退き避難者

避難終了

湛水が継続中か？

早期復旧が可能か？

避難終了
＋

早期復旧

生活の維持が可能か？

帰還
避難終了
＋

早期復旧
湛水が継続中か？

指定避難所で受入可能か？

早期復旧が可能か？

指定避難所における
避難生活・感染防止の指導・助言

みなし仮設住宅を含む仮設住宅の確保を支援

みなし仮設住宅の活用を含む仮設住宅の確保

YES YES

YES

YES

NO NO

NO

NO

NO NO

NO

NO

YES YES

YES

YES

国交省TEC-FORCEによる
排水作業の支援

※居住地で身の安全を
確保したことを前提

みなし仮設住宅
（府営住宅、ＵＲ賃貸住宅等）

被災しなかった指定避難所

救難・救助
【⑤要救助者数】

※３日以内を目標に強化

排水ポンプ場、樋門等の稼働状況

避難生活が長期化する場合

立ち退き避難の追加者数 立ち退き避難の継続者数

指定避難所の追加受入可能数の把握

指定避難所への避難者の再特定

在宅避難者

湛水状況の変化の予測
排水能力（排水ポンプ場＋排水ポンプ車）
を強化した場合の浸水シミュレーション

注：    は、当該市町村と大阪府危機管理室が専門家の助言を踏まえ要検討

避難終了
＋

早期復旧

※大雨のピークが過ぎても
河川水位が上昇する可能性
があることにも留意

帰還
避難終了
【④一時避
難後帰還可
能者数】

家屋倒壊、浸水、
土砂流入等があったか？
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（１）排水ポンプ車による支援等の効果（排水ポンプ場、水門の耐水化の必要性） 

  避難がどの程度長期化するかは、その被災状況にもよりますし、他地域における

被災の有無も、どの程度の応援が期待できるかを左右しますが、図 6-2 では、全国

から TEC-FORCE の応援が得られると仮定した場合のシミュレーションを示して

います。 
 

 
図 6-2 排水ポンプ車による浸水継続時間の変化 

 
これは、あくまで一つの検討ケースに過ぎませんが、浸水をできるだけ早く解消

することは、長期避難を余儀なくされる人を減らすだけでなく、断水や停電、道路

や鉄道などの交通の途絶も短期化し、また、復旧作業を早期に開始できることにも
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つながります。この検討ケースでは、排水ポンプ車等による排水を考慮した結果で

すが、もし仮に浸水区域内に存在する排水機場の運転継続や、排水門の操作など一

定の計算条件で検討すると、ポンプ車対策後の浸水継続時間（日数）：最長約８日

程度だったところが、約３日程度まで短縮する可能性があるという結果となります。

（図 6-3～5 参照） 
ただし、排水機場については、排水機場の浸水深さは相当に深く、耐水化の実施

にあたっては技術的な課題や費用面など様々な課題があります。また、堤防決壊な

どの状況によっては、前記日数より長期となります。 
 

図 6-3 氾濫区域に存在する排水施設 
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図 6-4 浸水区域に存在する排水施設の計算条件等 
 

 
図 6-5 検討結果 
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（２）安威川沿川の排水施設（大阪府） 

  図 6-6 安威川沿川の排水施設 

図 6-7 摂津ポンプ場の概要 



 

35 
 

（３）井高野・相川抽水所の概要（大阪市） 

   

図 6-8 井高野・相川抽水所の概要 
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（４）下水道施設が被災したときの復旧支援（吹田市） 

吹田市は、下水道施設が被災した際に、復旧支援を目的として以下のとおり各

協定を締結しています。 
 
 

 
 
  

協定名 当初協定締結日 最終協定締結日 締結先 目的

なお、令和2年（2020年）6月30日現在、要請事例なし。

災害時における下水道管路施設の復旧
支援協力に関する協定

災害発生時等における下水道排水施設
等の復旧作業に関する協定

災害時における下水道施設の災害復旧
に係る支援業務に関する協定

災害等により被災した下
水道施設の機能の早期復
旧を目的とする

災害時において施設に発
生した被害に関し、緊急
的な災害復旧対策を講じ
るにあたり、被害の拡大
防止と施設の早期復旧に
資することを目的とす
る。

大規模な災害が発生した
場合に、市民の生活基盤
の復旧と生活環境の確保
を目的とする。

公益社団法人
日本下水道管路管理業協会

平成21年4月30日

吹田市水道土木工事業
協同組合

平成21年3月25日

令和2年3月25日
公益社団法人
全国上下水道

コンサルタント協会

令和2年3月25日

－

－

表 6-1 下水道施設が被災したときの復旧支援 
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７．円滑な避難に向けた支援 

（１）カスタマイズした防災情報共有システム 

水害に的確に対応するためには、各種の防災情報が必要となります。 
しかし、市町村が作成するハザードパップや河川管理者が作成する浸水想定区域

図などの事前の防災情報に加え、気象庁が発出する防災気象情報や河川管理者が提

供する川の防災情報などのリアルタイムの情報など、防災情報を提供する機関は多

岐にわたるとともに、それぞれのサイトの情報には、その地域にとっては不必要な

膨大な情報も含まれるため、必要な情報の抽出に時間を要する場合があります。 
タイムラインを作成し、それに基づき、時々刻々と変化する状況に応じて措置を

講ずる場合にも、必要な情報を一括して収集できる簡易なシステムの構築が有効と

なります。特に、避難勧告等は、指定避難所への避難に要する時間等を考慮して行

われることから、指定避難所よりも遠方への分散避難を考える場合はリードタイム

を十分確保することが必要となり、避難勧告等の発令前の自主的な避難を求めるこ

とになることから、早めに危機感を共有するためにも地域ごとにカスタマイズした

防災情報共有システムの活用が有効です。 
以下は、三島地域にカスタマイズした防災情報のポータルサイトの事例ですが、

市町やさらに小さな区域にカスタマイズすることも有効です。 

図 7-1 淀川流域緊急対応ポータルサイト イメージ 
 

■淀川流域緊急対応ポータルサイト 
【掲載情報】 
ハザードマップ、浸水想定区域図、気象情報、台風情報、河川情報、 
ライブカメラ、浸水ナビ 

     
― ポータルサイトのサンプルはこちら ― 
https://www.kkr.mlit.go.jp/river/portalsample/hazard.html 
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（２）高台整備（防災拠点整備） 

在宅避難困難者が避難する際は避難高台といった安全な避難場所を確保するこ

とも有効です。 
 
（３）関係機関からの支援物資（段ﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄ、快適ﾄｲﾚ、各省庁支援物資一覧） 

  災害時において迅速かつ効率的な物資支援を実現するためには、国と地方自治体

との間で物資支援に係る情報を一元管理することが重要であり、国においてもその

ためのシステム整備を行っています。また、事前に支援可能な資機材の整理を行っ

ておくことも重要です。 

１）物資関係省庁からの支援 
     必要な物資については、「物資調達・輸送調整等支援システム」により内閣

府が集約を行い、物資関係省庁に調達依頼を行う仕組みが構築されています。

（下図参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
・発災直後等で混乱が見られるときは、リエゾンが物資支援のニーズ把握を行い、各省庁及び都道府県と情報共有を図る。 

・国土交通省は「物資関係省庁の位置づけではないものの、手配可能な物資や資機材について、災害協定締結団体との調整を

行うなど、調達の協力を行う。 

 
 

また、標準的な対象品目がメニュー化されており、各品目の調達及び供給は、

それぞれ担当する物資関係省庁が調整先と調整して行います（下図参照）。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※出典：大規模地震・津波災害応急対策対処方針（令和２年５月２９日 中央防災会議幹事会） 

 ※物資支援に要する費用は、原則として要請者が負担することとされています。 

図 7-2 物資調達・輸送調整等支援システムの仕組み 

表 7-1 物資品目と物資関係者及び調整先 
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２）国土交通省からの支援の可能性について 

   国土交通省は各府県市町と「災害時の応援に関する申し合わせ」を締結し、被

災した自治体からの要請等に対し、国土交通省及び国土交通省が協定を締結して

いる関係団体が保有する資機材、マンパワー、ノウハウを活かした支援を行って

います。 
   今般、新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活様式が求められる

なか、災害発生時の避難所運営に関する支援について、事前に整理しておくこと

は有事の際に有効です。 
   ここでは、避難所運営に必要な資機材及びトイレ（快適トイレ）、ベッド（段ボ

ールベッド）について、国土交通省からの支援の可能性を整理しています。 
 

①避難所運営に必要な資機材について 
国土交通省は災害発生時等において、被害の拡大防止と施設の早期復旧を図

るため、必要な事項を定めた災害協定を関係機関と締結しています。 
この災害協定により、避難所運営に必要となる資機材の手配が可能となり、

その資機材は下表のとおりです。 
 
 

             （一社）日本建設機械レンタル協会調べ（R2.6.5 現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②快適トイレの確保について 
健康維持のため、我慢せず、高齢者や障害者などの要配慮者も、より快適に

使用出来る空間を確保したトイレ（快適トイレ（ハウス型））が必要となります。

快適トイレ（ハウス型）は国土交通省の災害復旧にも必要な資機材であること

から、災害協定により避難所運営に必要となる資機材として手配が可能です。 
しかしながら、要請から設置まで数十棟で３日程度、１００棟以上になると

表 7-2 資機材一覧 
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約１～２週間必要なため、その間、平常時利用しているトイレの避難所への転

用等によるトイレの確保が今後の課題です。 
 

③段ボールベッドの確保について 
避難所開設時には簡易ベッド（段ボールベッド）とパーテーションを用いた

ゾーニングを行うなど、飛沫感染防止を図る必要があります。ダンボール工業

組合と各自治体が協定を締結することにより、災害発生時等において、速やか

に必要数の確保が可能となります。 
また、段ボーベッドは全国均一仕様であることから、協定会社が被災した場

合でも、被災地以外の会員からの供給も可能です。 
しかしながら、要請から供給まで２～３日間程度必要であり、感染症対策と

して短時間での供給が必要となることから、速やかな供給に向け、避難所毎に

配置・搬入計画を作成し、協定業者との情報共有や訓練を行うことが重要です。  
また、納入されたものの、結果的に避難勧告に至らず使用されなかった場合

は返品出来ないなど、費用面でのリスクもあります。時間短縮や費用面でのリ

スクを回避するため、備蓄や引越業者が保有している段ボール箱の段ボールベ

ッドへの代用が有効です。引越業者が保有する段ボールは、未使用の場合は返

品が可能であるものの強度等、確認が出来ておらず、今後、検証が必要です。 
 

④広域避難場所を活用した車中避難での支援について 
分散避難の一つとして車中避難が想定されます。車中避難は屋内の指定避難

所とは違い、様々な資機材が必要となることから、広域避難場所を車中避難先

とした場合を想定した支援イメージを図 7-3 に示します。車中避難での避難所

運営には本部スペース、トイレ、照明などが必要であり、国土交通省からは対

策本部車や照明車などの災害対策用建設機械や災害協定により手配可能な快適

トイレ等の支援が可能です。 
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※支援で想定される災害対策用建設機械及び資機材等 

 
 

  図 7-3 支援イメージ 
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⑤訓練の実施について 
感染症リスクを考慮した避難所運営に際しては、これまでと比べ、避難者の

体温や体調の確認、換気、消毒回数の増などの業務が追加になることや、感染

者や感染の疑いがある者が発生した場合の対応が新たに発生することから、そ

れぞれの業務について、シミュレーションを行い必要な人数や役割分担、手順

を確認し課題を洗い出しておくことが重要です。 
そのためには、防災部局、保健福祉部局、保健所、消防等に加え、資機材の

支援が想定される機関も含めた訓練を日頃から実施することが必要となります。

（出典：新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイ

ドライン（第一版 令和２年６月８日 内閣府） 
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（４）避難に関する平時からの住民向け普及啓発（大阪管区気象台） 

緊急時に防災情報共有システム（７_(1)を参照）等に掲載された情報を十分に活

用し円滑な避難につなげるためには、平時から住民への普及啓発が重要です。気象

庁では、台風・豪雨から「自らの命は自らが守る」基本的な知識を分かりやすく動

画で学ぶことができる e ラーニング教材などをホームページ上で公開しています。 

感染症リスクが蔓延する中では、この様な e ラーニングなどの学習教材を用いる

ことも肝要であり、様々な機会を捉えて避難に関する普及啓発を行うことが必要で

す。 

 

URL https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jma-el/dounigeru.html 

         
 
 
 
 
 
 
  

図 7-4 e-ラーニングで楽しく学ぶ「自らの命を自ら守る」 
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（５）固定電話・FAX による災害情報の配信を開始（茨木市） 

 
図 7-5 災害情報配信サービスを開始 
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図 7-6 災害情報配信サービスに係る Q＆A 
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